
平成 30 年度第６回開成町課長会議 
 

日時 平成 30 年９月 19 日（水）午前９時～10 時 30 分 

場所 開成町民センター中会議室Ｂ 

進行  行政推進部長 

１．町 長 

 

 

２．行事予定について（裏面のとおり） 

 

 

３．その他 

企画政策課   県の施策・予算に関する要望等について【５分】 

        平成 30 年度職員提案制度審査結果について【５分】 

総務課     平成 30 年人事院勧告について【３分】 

税務窓口課   窓口のあり方検討プロジェクトチームの設置について【５分】 

環境防災課   開成町防災訓練実施結果について【５分】 

 第 40 回自転車の安全な乗り方足柄上地区大会結果について【３分】 

 開成町浸水対応避難訓練について【５分】 

        開成町消防団ＨＰの開設について【３分】 

保険健康課   町・企業との協力開催による食をとおした健康づくり事業について 

                                   【３分】 

子ども・子育て 病児保育事業について  【５分】 

 

４．副町長  ・服務規律の確保について 

 

 



№ 件　　　　　名 提　案　の　概　要 審査結果 担当課 備　考

2

再任用職員による研修の
実施

　再任用職員は豊富な経験や知識を
有しており、部下の指導等について
も心得ていることから、再任用職員
が講師となり中堅職員を中心に町を
知る機会を増やしてはどうか。

採用

不採用

保留

　災害対応等幅広い分野でドローン
の活用。
　ドローン操縦可能職員の育成及び
ドローン本体の購入。

採用

不採用

保留

環境防災課

3

あじさいちゃんグッズの
常設販売

　あじさいちゃんを通じて、町への
愛着を醸成するため、ぷらっと・か
いせい内であじさいちゃんグッズを
常設販売する。

採用

不採用

保留

企画政策課

採用

不採用

保留

企画政策課

5

非常勤職員賃金の賃金計
算期間及び支給日の変更

　賃金の計算期間及び支給日を変更
する。
　近隣１市４町では、計算期間は全
て１日から月末まで、支払日は南足
柄市・山北町が翌月の15日、中井町
が翌月18日、大井町・松田町は翌月
の20日になっています。
　開成町も同様の日程に変更すれば
出納室への伝票提出締切までの期間
を長くすることができます。

採用
　

不採用
　
保留

出納室
総務課

4

ドローン操縦可能職員の
養成

6

LINE＠の活用 　スマホアプリ「ＬＩＮＥ」の登録
者は現在、国内で7,300万人以上
（facebook 2,800万人）で、スマホ
を所持しているほとんどの方が利用
しているため、ＬＩＮＥ＠を活用し
て、町の特に重要な情報を発信す
る。（月平均１～３回程度）

平成30年度開成町職員提案一覧（8月21日審査委員会結果）

総務課

採用

不採用

保留

　夏場の作業にも適した機能的な防
災服を購入する。また、防災服を平
時には作業服としても利用できるこ
ととする。

機能性防災服の導入

1

課長会議資料 

（平成30年9月19日開催） 
行政推進部企画政策課 



平成30年度開成町職員提案一覧（8月21日審査委員会結果）

　各業務を取りまとめて消込処理を
行う、専任の非常勤職員の雇用を提
案します。消込事務は、日付や金額
の不一致が出ないよう注意が求めら
れるとはいえ、基本的にはルーティ
ンの繰り返しがほとんどのため、非
常勤職員による処理に馴染むものと
考えます。

採用

不採用

保留

7

ＯＣＲ作業の集約による
効率化

出納室

8

庁舎内空調管理の改善 　冷暖房の稼働基準に、湿度を加え
ること。
　各フロア（特に、住民の往来する
窓口に近い場所）へ温湿度計を設置
し、現場の状況により稼働の必要性
を判断すること。

採用

不採用

保留

審査対象外

9

あじさいちゃんLINEスタ
ンプの作成

　町の公式キャラクターである「あ
じさいちゃん」のＬＩＮＥスタンプ
を作成する。（販売できれば歳入増
につながる）

採用

不採用

保留

10

次期共同システム構築に
かかる検証

　今回のシステム移行で問題となっ
た点をすべて洗いだしたうえでデー
タベース化することを提案します。
数年後に再び想定されるシステム移
行に備え、トラブル予防のための参
考資料として活用します。各課の担
当レベルで留め置くと、引継を繰り
返す中で忘れられる可能性が高いの
で、集約し一か所で管理するのが適
当と考えます。

採用

不採用

保留



県の施策・予算に関する要望等について 

神奈川県町村会では、「平成 31年度 県の施策・予算に関する要望」を取りまとめ、８月 21日

に神奈川県知事及び神奈川県議会議長に要望書を提出し、実現の要請を行いました。 

なお、当町においては、「平成 31年度 県の施策・予算に関する要望」の要望事項（地域要望）

の中から、特に緊急性・重要性が高い要望事項について、政党要望（公明党・自由民主党・国民

民主党）の発言テーマとしました。 

また、「行政サービスの持続可能な提供体制の構築について」をテーマに開催された「足柄上地

域首長懇談会」では、「専門職の確保・育成」及び「地域の回遊性の向上」について発言しまし

た。 

（経過） 

月日 内容 対応者 

７月19日（木） 政党要望ヒアリング （公 明 党） 町 長 

８月  ２日（木） 政党要望ヒアリング （自由民主党） 町 長 

８月  ６日（月） 政党要望個別面談 （国民民主党） 副 町 長 

８月17日（金） 足柄上地域首長懇談会 町 長 

８月21日（火） 県の施策・予算に関する要望 要望活動 県 町 村 会 

（要望項目） 

項番 県の施策・予算に関する要望（要望事項） 政党要望 首長懇 

１ 県立足柄上病院の医療体制の充実   

２ 二級河川酒匂川の洪水対策等の充実   

３ 

歩行者等の安全確保対策の推進 

（１） 路面標示の迅速な維持補修 

（２） 開成駅南側交差点への右折信号機の設置 

（３） 開成南小学校西交差点への右折信号機の設置 

○  

４ 開成駅前への交番設置 ○  

５ 県道720号（怒田開成小田原）の歩道整備 ○  

６ ２級河川仙了川の改修   

７ ２級河川要定川の改修   

８ 

専門職の人材確保及び育成 

  （１） 専門職の人材確保・育成に関する連携体制の検討 

  （２） 専門職の養成方法の検証 

 ○ 

９ 

地域の回遊性の向上 

  （１） ビオトピアを拠点にした地域内の連携強化 

  （２） 都市計画道路の整備促進 

  （３） 橋りょう整備に対する県の支援 

 ○ 

※ 項番１～７は「県の施策・予算に関する要望」の地域要望、項番８・９は「足柄上地域首長懇談会」

の発言テーマを記載しています。 

※「県の施策・予算に関する要望」のうち全町村共通の重点要望（町村会作成）の内容は、別途電子デー

タで送付する要望書でご確認ください。 

課 長 会 議 資 料 

（平成 30年９月 19日開催） 

行政推進部企画政策課 



 

 

開成町窓口のあり方検討プロジェクトチームの設置について 

 

新庁舎への移行を契機に窓口のあり方を検討するため、次のとおり検討組織を設

置し検討を実施しますので、関係各課のご協力をお願いいたします。 

 

１．プロジェクトチーム設置について  

 

 窓口のあり方検討に向けて、９月４日付で要領を制定しましたので、プロジェク

ト事業を開始します。 

 

  「開成町窓口のあり方検討プロジェクトチーム設置要領」 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、開成町特別プロジェクトチームの設置運営等に関する規程（平

成１０年開成町訓令第６号）第２条の規定に基づき、窓口のあり方について検討す

るため設置する特別プロジェクトチームについて必要な事項を定めるものとする。 

（設置目的及び名称） 

第２条 特別プロジェクトチームは、新庁舎への移行を契機に窓口のあり方の検討を

目的として設置し、その名称は「開成町窓口のあり方検討プロジェクトチーム」（以

下「チーム」という。）とする。 

（所掌事務） 

第３条 チームの処理する事項は、次のとおりとする。 

 （１）サービスの向上、改善を目指した窓口のあり方についての検討 

 （２）その他必要な事項 

（組織） 

第４条 チームは、別表に掲げる職員をもって充て、リーダー、サブリーダーは互選

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、リーダーが必要と認めるときは、別表に掲げる職員に

代わり、別の職員を充てることができる。 

３ リーダーが必要と認めるときは、関係課（室を含む。）の長に対し協力を求めるこ

とができる。 

 （庶務） 

第５条 チームの庶務は、町民サービス部税務窓口課において処理する。 

 （設置期間） 

第６条 チームの設置期間は、この訓令の施行の日から第３条に規定する所掌事務の

処理が完了する日までとする。 

 

課 長 会 議 資 料 

平成３０年９月１９日（水） 

町民サービス部 税務窓口課 



 （その他） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、町長が別

に定める。 

 

    附 則 

 この要領は、公表の日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

職 員 人数 備  考 

町民サービス部税務窓口課 １名  

町民サービス部自治活動応援課 １名  

町民サービス部環境防災課 １名  

保健福祉部保険健康課 １名  

保健福祉部福祉課 １名  

まちづくり部上下水道課 １名  

教育委員会事務局教育総務課 １名  

教育委員会事務局子ども・子育て支援室 １名  

出納室 １名  

 

事務局 

町民サービス部長  

町民サービス部税務窓口課長  

町民サービス部税務窓口課 窓口・年金担当  

 

 

２．プロジェクトメンバーの選任・第１回会議について 

 

 上記要領の関係課に９月７日付でメンバーの推薦を依頼しています。 

また、第１回会議を９月 18日（火）15時から実施いたしました。 

 

３．プロジェクトの見通しについて 

 

 平成 32（2020）年４月から供用開始予定の新庁舎におけるワンストップサービスの

実現、窓口業務における更なる町民サービスの向上に向けて、開成町における窓口の

あり方の検討を実施します。平成 30（2018）年度中に方針を決定し、平成 31（2019）

年７月を目標として試行、検証していきます。 

 

                             － 以 上 － 

























 

 

 

 

町・企業との協力開催による食をとおした健康づくり事業について 

 

１ 目的 

栄養や食生活に関する取り組みは、個人・家庭の取り組みだけでなく、地域と行政

が連携して行うことが「健康増進計画・食育推進計画」にも位置づけられている。 

このたび、町内企業と連携し食育推進事業を行うことにより、広く健康増進と食育

推進に関する知識を普及させ、健康づくりへの個人の意識の向上を目指す。 

また、協力企業の従業員に対しても事業協力説明会を通じ、健康意識の向上を図る。 

 

２ 協力企業 

マックスバリュ東海（株）、マックスバリュ開成店 

 

３ 事業対象者 

マックスバリュ開成店の来店者及び従業員 

 

４ 期日及び場所 

平成 30年 10月 5日（金） 10時から 13時 

マックスバリュ開成店 1階催事場 

 

５ 内容 

① 従業員に対する事前説明会（8月 21日実施済み） 

② 健康づくりコーナーの設置 

・体組成計での測定 

・健康相談 

・各種健診、教室、未病見える化コーナー等の周知 

・マックスバリュ栄養士作成のレシピによる試食 

 

６ 周知方法 

広報お知らせ版、ポスター掲示（町、企業）、町健康事業参加者へのチラシ配布等 

課長会議資料 

平成 30年 9月 19日 

保健福祉部保険健康課 



 

病児保育事業について 

 

子ども・子育て支援法第 59 条に基づく病児保育事業について、足柄上郡各町

で構成する「あしがら地域創生連携推進協議会」において検討を進めた結果、

平成 30 年 10 月から中井町、大井町、松田町、山北町、開成町の 5 町が広域連

携のもと事業を開始します。 

 

【病児保育事業の概要】 

１．事業内容 

病気にあって、集団的な保育を受けることが困難な児童に対し、適切な処

遇が確保される施設において、一時的にその病児の保育を実施することによ

り、保護者の子育てと就労等との両立を支援するとともに、児童の健全な育

成を図ります。 

２．実施主体等 

  ・足柄上郡５町（中井町・大井町・松田町・山北町・開成町） 

  ・実施要綱は各町が制定し、開成町が事業の取りまとめを行う。 

（法人との契約、支払い、国・県補助金事務等） 

  ・協定書により広域利用を行う。また、覚書により４町は開成町に負担金

を支払う。 

３．開設時期 平成３０年１０月１日 

４．利用時間 午前７時３０分～午後６時３０分 

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く。） 

５．実施法人 社会福祉法人 一燈会 

６．実施場所 開成町みなみ５丁目４番地１７ サウスポート２階 

７．施 設 名 病児保育室 「ピーターパン」 

８．対象児童 生後４か月から小学３年生までの児童で、安静等の確保に配慮

する必要がある者であること。また、病気の回復期には至らない

が、入院治療を必要とせず、当面の症状の変化が認められない者。

ただし、麻疹および流行性角結膜炎（はやり目）等に罹患してい

る場合を除く。 

９. 利用定員  ６人／日 

10 ．利用料金 ２，０００円／日 

（町民税非課税世帯１，０００円、生活保護世帯０円） 

11 ．職員配置 看護師１人、保育士１人 

12 ．広  報 9 月 15 日号 おしらせ版及び子育て支援関係施設にて周知 

事前登録を 9 月 18 日より随時開始する。 


